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本計画書は、港湾法第三条の三の規定に基づき、 

 令和 ５年 ９月 第１０１回東京都港湾審議会 

令和 ５年１０月 交通政策審議会第９０回港湾分科会 

の議を経た東京港の港湾計画の軽易な変更をするものである。 
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 １ 

変更理由 

 

１ 既存コンテナふ頭の抜本的な機能強化に向けた再編整備の

ため、南部地区の公共埠頭計画、土地利用計画及び効率的な運

営を特に促進する区域を変更する。 

２ クルーズ客船の大型化に対応するため、中部地区の旅客船埠

頭計画、水域施設計画、小型船だまり計画及び土地利用計画を

変更する。 

 

 



 ２ 

港湾施設の規模及び配置 

 

１ 公共埠頭計画 

１―１ 南部地区 

既存コンテナふ頭の抜本的な機能強化に向けた再編整備のた

め、外内貿コンテナ埠頭計画を次のとおり計画する。  

 

（大井ふ頭その１） 

水深１５～１６ｍ 岸壁８バース 延長２,７５４ｍ 

（コンテナ船用）［既定計画］ o1～o8 

埠頭用地１４１ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

        （うち１０８ｈａ既設）［既定計画の変更計画］

         

 

 

既定計画  

（大井ふ頭その１）  

水深１５～１６ｍ 岸壁８バース 延長２,７５４ｍ 

（コンテナ船用）［既定計画］ o1～o8 

埠頭用地１３９ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地） 

（うち１０８ｈａ既設）［既定計画］         

 



 ３ 

２ 旅客船埠頭計画 

２―１ 中部地区 

クルーズ客船の大型化に対応するため、旅客船埠頭を次のと

おり計画する。  

 

（１３号地） 

水深１１．５ｍ 岸壁２バース 延長８００ｍ 

（うち４３０ｍ既設）［既定計画の変更計画］  AP1～AP2 

 

埠頭用地６ｈａ（旅客施設用地）  

（うち３ｈａ既設） ［既定計画の変更計画］ 

 

 

既定計画  

（１３号地）  

水深１１．５ｍ 岸壁１バース 延長４３０ｍ  

［既設］  AP1 

水深１１．５ｍ 岸壁１バース 延長２５０ｍ  

［既定計画］  AP2 

埠頭用地４ｈａ（旅客施設用地）  

（うち３ｈａ既設） ［既定計画］ 

 

 
 



 ４ 

３ 水域施設計画 

船舶の大型化に対応するため、泊地及び航路・泊地を次のと

おり計画する。  

 

３―１ 泊地 

中部地区  

（１３号地）  

水深１１．５ｍ  面積４ｈａ   [既定計画の変更計画] 

 

既定計画  

（１３号地）  

水深１１．５ｍ  面積４ｈａ  

 

 

３―２ 航路・泊地 

中部地区  

（１３号地）  

水深１１．５ｍ  面積２５ｈａ  [既定計画の変更計画] 

 

既定計画  

（１３号地）  

水深１１．５ｍ  面積２４ｈａ  

 



 ５ 

４ 小型船だまり計画 

４―１ 中部地区 

旅客船埠頭計画の変更に伴い、小型船だまり計画を次の通り

変更する。  

 

（１３号地） 

防波堤（２） 延長６３５ｍ（うち３７５ｍ既設）［既定計画］ 

小型桟橋     ３基                               [既設] 

小型桟橋     １基                 [既定計画の変更計画］ 

次の既設の施設を撤去する。 

既設  

小型桟橋  ２基  

 

 

既定計画  

（１３号地）  

防波堤（２） 延長６３５ｍ 

（うち３７５ｍ既設）［既定計画］ 

小型桟橋    ５基                              [既設] 

小型桟橋    ２基             ［既定計画］ 

 

 



 ６ 

土地造成及び土地利用計画 

 

１ 土地利用計画 

公共埠頭計画及び旅客船埠頭計画の変更に伴い、土地利用を

次のとおり計画する。  

 

（単位：ha） 

     用途 

 

 地区名  

埠
頭
用
地 

港
湾
関
連
用
地 

交
流
厚
生
用
地 

工
業
用
地 

都
市
機
能
用
地 

交
通
機
能
用
地 

緑
地 

廃
棄
物
処
理 

施
設
用
地 

合
計 

南部地区  
(158) (230)  (126)  (38) (107) (37) (697) 

158 230  126 151 287 150 37 1,140 

中部地区  
(149) (93) (6) (29)  (45) (59)  (380) 

149 93 6 29 226 137 124  763 

注１： （  ）は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に特に密接に関連する土地利用計画の内数である。  

注２：端数処理のため、内訳の和は必ずしも合計とならない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ７ 

港湾の効率的な運営に関する事項 

 

コンテナ船等により運送される貨物を取り扱う以下の埠頭につ

いて、効率的な運営を特に促進するよう措置することを計画する。 

 

南部地区  

（大井ふ頭その１）  

 水深１５～１６ｍ 岸壁８バース    延長２，７５４ｍ  

           （コンテナ船用） [既定計画] o1～o8 

 埠頭用地１４１ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  

         （うち１０８ｈａ既設）[既定計画の変更計画] 

 

既定計画  

（大井ふ頭その１）  

 水深１５～１６ｍ 岸壁８バース    延長２，７５４ｍ  

           （コンテナ船用） [既定計画] o1～o8 

 埠頭用地１３９ｈａ（荷さばき施設用地及び保管施設用地）  

        （うち１０８ｈａ既設） [既定計画] 

 
 



 

東京港港湾計画位置図



 

東京港港湾計画図（南部地区） 

 



 

東京港港湾計画図（中部地区） 

 


